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第４章 都市機能誘導区域、誘導施設の検討 
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４－１ 都市機能誘導区域の設定の考え方 

（（（（１１１１））））都市機能誘導区域都市機能誘導区域都市機能誘導区域都市機能誘導区域のののの基本的考基本的考基本的考基本的考ええええ方 方 方 方 

・都市機能誘導区域は、医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導

し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域とされています。 

 

【都市機能誘導区域の候補地の条件】 

 ①鉄道駅に近い業務、商業などが集積する地域等、都市機能が一定程度充実している区域 

 ②周辺からの公共交通によるアクセスの利便性が高い区域等 

 ③都市の拠点となるべき区域 

 

・菊池市都市計画マスタープランにおいては、菊池中心市街地（隈府地区）を中心商業業務

拠点、泗水支所周辺、七城支所周辺、国道325号沿道の道の駅旭志周辺から旭志支所周辺

を地域商業拠点と位置付けています。これらの拠点のうち、都市計画区域内の菊池中心市

街地と泗水支所周辺の２つの拠点が都市機能誘導区域の候補地と考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■都市機能誘導区域の指定イメージ 

出典：:国土交通省資料 



 

115 

 

（（（（２２２２））））菊池市菊池市菊池市菊池市におけるにおけるにおけるにおける拠点地区拠点地区拠点地区拠点地区でのでのでのでの都市機能集積都市機能集積都市機能集積都市機能集積のののの状況 状況 状況 状況 

・菊池市で拠点的な位置づけにある菊池中心市街地および七城、旭志、泗水地区の市役所、

支所1㎞圏における主要な都市機能の集積状況について見ると、下図のとおり、菊池市役

所周辺が圧倒的であり、続いて泗水支所周辺となっています。 

・その中でも市役所1㎞圏においては、文化・教育施設、医療関係、その他福祉施設、保育

所等、高齢者福祉施設、大規模商業施設、高等学校の集積割合が高くなっています。また、

泗水支所周辺においては、幼稚園、高齢者福祉施設、病院、商業施設（3,000㎡以下）の

立地割合が高くなっています。 

・これに対し、七城支所、旭志支所1㎞圏の立地量は少なく、一定程度の都市機能が集積し

ている区域とは言えない状況にあります。 
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公民館・集会施設

文化・教育施設

スポーツ施設

医療施設全体

病院

医院

歯科診療所

幼稚園

保育所等

高齢者福祉施設

その他福祉施設

商業施設（3,000㎡

以上）

商業施設（3,000㎡

以下）

商業用地面積(ha)

小学校

中学校

高等学校

市役所１㎞圏

泗水支所１㎞圏

七城支所１㎞圏

旭志支所１㎞圏

■主要拠点における主要都市機能の集積状況 
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４－２ 菊池市における都市機能誘導区域の考え方 

（（（（１１１１））））菊池市菊池市菊池市菊池市におけるにおけるにおけるにおける都市機能誘導区域都市機能誘導区域都市機能誘導区域都市機能誘導区域のののの選定 選定 選定 選定 

・都市機能誘導区域を指定する目的は、居住者の共同の福祉や利便性の向上を図るために必

要な施設で、都市機能の増進に著しく寄与すると考えられる都市機能増進施設の立地を誘

導する区域を指定することであり、立地誘導のために様々な規制誘導策を行うこととなる

ため、上位計画等において拠点地区として位置づけられた地区であることが望まれます。 

・菊池市都市計画マスタープランで中心商業業務拠点として位置づけられる菊池中心市街地

は、本市の様々な都市機能が集中する地区であり、公共交通の便も優れているため、都市

機能誘導区域として位置づけます。 

・また、泗水支所周辺については、熊本都市圏に近いこともあり、人口が増加傾向にあるこ

と、菊池中心市街地に次ぐ都市機能の集積量があること、熊本都市圏都市交通マスタープ

ランにより、生活拠点と位置付けられており、交通結節機能の強化や日常生活利便施設等

の集積が求められる地区となっています。 

・一方、七城支所や旭志支所及び道の駅旭志周辺は、現状で都市機能の集積は少なく、かつ

公共交通の利便性もそれほど高くありません。立地適正化計画における都市機能誘導区域

は、都市計画区域外での指定はできないため、七城支所や旭志支所周辺は、地域の日常的

生活サービス地区として整備を進めていくことが望ましいと考えられます。 

・このため、本市における都市機能誘導区域は、①菊池中心市街地（隈府地区）、②泗水支

所周辺の２カ所を基本に考えます。 

 

◇都市機能誘導区域の候補地の考え方 

拠点名 

都市機能の

立地状況 

地域地区の 

指定状況 

上位計画等の位置づけ 都市機能誘導区域の候補 

①菊池中

心市街

地 

（隈府地

区） 

・主要拠点中

では第1の

立地量で

ある。 

・用途地域 

・主に商業系地

域 

・都市計画マスターランで

中心商業業務拠点と位置

付けられている。 

・中核的な都市機能誘導

区域として位置づけ

る。 

②泗水支

所周辺 

・菊池中心市

街地に次

ぐ立地量

である。 

・都市計画区域 

・用途地域指定

なし 

・熊本都市圏都市交通マス

タープランで生活拠点と

位置付けられている。 

・都市マスで地域商業拠点

として位置づけられてい

る。 

・菊池中心市街地に次ぐ

第 2 の都市拠点とし

て、中核的な都市機能

や交通結節機能などの

誘導を図る都市機能誘

導区域として位置づけ

る。 

③七城支

所周辺 

・立地量は 

ない。 

・都市計画区域

外 

・都市計画マスターランで

地域商業拠点として位置

づけられている。 

・都市機能誘導区域の位

置づけはできないが、

生活拠点として位置づ

けを行う。 

④旭志支

所及び

旭志道

の駅周

辺 

・立地量は少 

ない。 

・国道325号沿

道は都市計

画区域 

・旭志支所周辺

は都計外 

・都市計画マスターランで

地域商業拠点として位置

づけられている。 

・都市機能誘導区域の位

置づけはできないが、

生活拠点として位置づ

けを行う。 
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（（（（２２２２））））都市機能誘導区域都市機能誘導区域都市機能誘導区域都市機能誘導区域のエリアののエリアののエリアののエリアの検討 検討 検討 検討 

・都市機能誘導区域のエリアは、一定程度の都市機能の集積があり、多くの人が集まり、徒

歩や公共交通を使って施設を利用する地区がイメージされます。 

・用途地域的に見ると商業地域、近隣商業地域がイメージされ、また、幹線道路に指定され

る路線型の用途地域を基本に考えます。 

・菊池中心市街地では、隈府地区の商業地域や市役所等が集積する公共施設地区、及び国道

等の幹線道路で囲まれるエリアを設定します。 

・泗水支所周辺については、用途地域の指定はありませんが、国道387号沿道に特別用途制

限区域が指定されており、今後とも沿道型施設の立地が見込まれます。そこで、泗水支所

や病院、大型商業施設の立地するエリアを中心に設定します。 

 

◇都市機能誘導区域のエリアの考え方 

区域名 区域指定の考え方 面積 

①菊池中心市街地

都市機能誘導区

域 

・商業施設や公共施設、病院等が集中的に立地する地

域で、国道等の幹線道路で囲まれるエリアとする。 

約 123a 

 

②泗水支所周辺都

市機能誘導区域 

・泗水支所周辺で、病院、大規模商業施設の立地が見

られ、国道沿道を含むエリアとする。 

・誘導区域のうち、農振農用地については誘導区域の

指定から除く。 

約 39ha 

 

 

 

    

◇都市機能誘導区域の人口（2010 年） 

◇都市機能誘導区域の人口（2040 年） 

0～14歳 15～64歳 65歳以上 合計 0～14歳 15～64歳 65歳以上 合計

菊池中心市街地 122.6 34.8 531 2,460 1,278 4,269 7.8% 8.3% 9.2% 8.5%

泗水支所周辺 38.5 11.8 64 252 137 453 1.0% 0.9% 1.0% 0.9%

都市機能誘導区域合計 161.1 29.3 595 2,712 1,415 4,723 8.8% 9.2% 10.2% 9.4%

都市機能誘導区域外 27,524 1.7 6,169 26,845 12,458 45,471 91.2% 90.8% 89.8% 90.6%

全市 27,685 1.8 6,764 29,557 13,873 50,194 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

面積

(ha)

人口密度

(人/ha)

人口 人口比率

0～14歳 15～64歳 65歳以上 合計 0～14歳 15～64歳 65歳以上 合計

菊池中心市街地 122.6 27.0 401 1,695 1,213 3,308 9.3% 8.6% 8.7% 8.7%

泗水支所周辺 38.5 10.0 51 201 133 384 1.2% 1.0% 1.0% 1.0%

都市機能誘導区域合計 161.1 22.9 452 1,896 1,346 3,693 10.5% 9.6% 9.7% 9.8%

都市機能誘導区域外 27,524 1.2 3,857 17,758 12,544 34,160 89.5% 90.4% 90.3% 90.2%

全市 27,685 1.4 4,309 19,654 13,890 37,853 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

面積

(ha)

人口密度

(人/ha)

人口 人口比率



 

118 

 

■菊池中心市街地都市機能誘導区域(面積：約 123ha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■泗水支所周辺都市機能誘導区域（面積：約 39ha） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・但し、区域内の農振農

用地は除く。 
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４－３ 誘導施設の考え方 

（（（（１１１１））））日常生活利便施設等日常生活利便施設等日常生活利便施設等日常生活利便施設等のののの分布特性 分布特性 分布特性 分布特性 

・都市機能誘導区域における主要な公共公益施設等の分布状況は下表のようになっており、

想定する都市機能誘導区域への集中立地割合が高いものは、中核的文化施設、病院、大規

模商業施設(売場面積3,000㎡以上)があげられます。 

・それ以外の日常的な生活利便施設は、居住地内に分散して立地する傾向が見られます。 

 

◇主要な日常生活利便施設の立地特性 

施設名 

都市機能誘導区域における

施設立地数(割合) 

施設の 800m 圏 

人口(2010) 

①市役所・支所 ２（５０％） 

11,555人 

（22.9％） 

②

文

化

的

施

設 

②－1 文化・教育施設 

中核的文化施設 

６（６７％） 

18,728人 

（37.1％） 

②－2 公民館・集会施設 ２（２２％） 

③

子

育

て

施

設 

③－1 幼稚園 １（３３％） 

8,252人 

（16.4％） 

③－2 保育所等 ２（９％） 

31,639人 

（63.1％） 

③－3 小学校 ２（２０％） 

21,102人 

（36.7％） 

④

医

療

・

福

祉

施

設 

④－1 病院 ３（６０％） 

13,223人 

（26.2％） 

④－2 医院 １９（４６％） 

29,772人 

（59.0％） 

④－3 高齢者福祉施設 ２（６％） 

34,067人 

（67.5％） 

④－4 その他福祉施設 １２（２９％） 

27,851人 

（55.2％） 

⑤

商

業

施

設 

⑤－1 大規模商業施設(3,000

㎡以上) 

３（５０％） 

 

14,297人 

（28.3％） 

⑤－2 スーパーマーケット等

(3,000 ㎡以下) 

５（４２％） 

19,588人 

（38.8％） 

⑤―3 コンビニエンスストア ２（１２％） 

24,461人 

（48.5％） 

⑥避難場所 

１１（２３％） 

34,887人 

（69.1％） 
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（（（（２２２２））））各都市機能誘導区域各都市機能誘導区域各都市機能誘導区域各都市機能誘導区域におけるにおけるにおけるにおける主要主要主要主要なななな日常利便施設日常利便施設日常利便施設日常利便施設のののの立地状況 立地状況 立地状況 立地状況 

・都市機能誘導施設の候補について、菊池中心市街地と泗水支所周辺の立地状況を見ると下

表のとおりです。 

・菊池中心市街地には前項で示した誘導施設として考えられるものの多くが立地しています。

一方、泗水支所周辺は、菊池中心市街地ほどではないものの、一定の中心的施設の立地が

見られますが、福祉関係施設の立地が少なくなっています。 

 

◇都市機能誘導区域における主要な日常生活利便施設の立地状況 

施設名 菊池中心市街地 泗水支所周辺 

①市役所・支所 １ ①菊池市役所 １ ①泗水支所 

②

文

化

的

施

設

 

②－1 

文 化 ・教 育 施設 の

中核的施設 

４ 

①文化会館 

②勤労青少年ホーム 

③わいふ一番館 

④生涯学習センター 

２ 

①泗水ホール 

②市立泗水図書館 

②－2 

公民館・集会施設 

１ ①中央公民館 １ ①泗水公民館 

③

子

育

て

施

設

 

③－1 幼稚園 ０  １ ①市立泗水幼稚園 

③－2 保育所等 ２ 

①菊池第 2 さくら幼楽園 

②菊池幼楽園 

０ 

 

 

 

③－3 小学校 １ ①隈府小学校 １ ①泗水小学校 

④

医

療

・

福

祉

施

設

 

④－1 病院（病床数

20 床以上） 

２ 

①菊池中央病院 

②川口病院 

１ ①岸病院 

④－2 医院 １７ ※別途記載 ２ ※別途記載 

④－3 

高齢者福祉施設 

２ 

①地域包括支援センター 

②菊池老人福祉センター 

０ 

 

 

④－4 

その他福祉施設 

１２ ※別途記載 ０ 

 

 

⑤

商

業

施

設

 

⑤－1 

大 規 模 商 業 施 設

(3,000 ㎡以上) 

２ 

①菊池 ST エルシティキャニオン 

②菊池ショッピングプラザ夢空間 

１ ①マルショク泗水店 

⑤－2 

スーパーマーケット

等(3,000 ㎡以下) 

２ 

①ドラッグコスモス菊池店 

②ドラッグコスモス菊池南店 

３ 

①ドラッグセイムズ泗水店 

②黒潮市場泗水店 

③コメリ泗水店 

⑤―3 

コンビニエンススト

ア 

２ 

①ローソン菊池隈府 

②セブンイレブン菊池中央店 

０  

⑥避難場所 

９ ※別途記載 ３ ※別途記載 
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（（（（３３３３））））誘導施設誘導施設誘導施設誘導施設のののの選定 選定 選定 選定 

 

・以上の分析を通し、菊池市における誘導施設選定の考え方を整理すると以下の通りです。 

 

●誘導施設の候補である日常生活をサービスする施設の市内分布についてみると、それぞれ

の分野の中心的施設や大規模施設は都市機能誘導区域及びその周辺に立地する傾向が見

られますが、幼稚園・保育所、医院、高齢者福祉施設、スーパーマーケット・コンビニエ

ンスストアなどは、市内の居住地域周辺に分散的に立地し、日常生活に身近な施設として

機能している状況にあります。 

●今回設定する都市機能誘導区域の範囲はいわゆる都市の中心的拠点を想定し、そこに賑わ

いの創出や高度な都市的サービスを提供していく地域として位置付けています。したがっ

て、誘導施設については、それぞれの分野での中心的施設を位置づけるものとします。 

●菊池中心市街地と泗水支所周辺は、数量的な違いはあるものの、それぞれ中心的施設の立

地が見られることや、将来の都市構造上、２つの重要な拠点として魅力を高めていく必要

性が高いことから、誘導施設は共通のものを設定します。 

●新規の施設として、菊池市の中心的文化・教育施設として図書館を位置づけ、菊池中心市

街地都市機能誘導区域内に、複合施設（生涯学習センター）として整備することにより、

人と情報が交流する場を創出し、新たな文化・コミュニティ推進の拠点として整備します。 

 

◇誘導施設の考え方 

誘導施設 具体的イメージ 

①文化施設・教育施設・保健福

祉施設等で、市の中心的施設

として位置づけられるもの

（図書館、文化施設、保健・

福祉・子育て等の中心的施設 

など） 

●図書館 

・図書館法第２条第１項に定める図書館 

●文化施設 

・地域住民の相互交流を目的とし、地域住民が利用で

きる多目的ホール、集会場機能等を備える施設 

●保健・福祉 

・地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に

関する法律第２条第４項に定める特定民間施設等 

●その他公共公益サービスを提供する多くの人が利用

する中心的施設 

②病床数が 20 床以上の総合的

診療部門を有する病院 

・医療法第１条の５第１項に定める病院 

③店舗面積が３,000 ㎡以上の

大規模商業施設 

・大規模小売店舗立地法に基づく届出で店舗面積 

3,000㎡以上の店舗 

④行政施設 ・市役所、支所、国及び県の機関 

⑤子育て支援施設 ・保育所、認定こども園 

⑥教育文化施設 ・幼稚園、小学校、中学校、高等学校 
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４－４ 公的不動産の活用方針 

（（（（１１１１））））都市全体都市全体都市全体都市全体におけるにおけるにおけるにおける公的不動産公的不動産公的不動産公的不動産のののの活用方針 活用方針 活用方針 活用方針 

・公共施設の老朽化が進んでおり、管理・建替えコストの増大が懸念され、今後の財政悪化

を考慮すると、現在の公共施設の維持更新の継続は困難であるため、菊池市公共施設等総

合管理計画と連携を図り、公共施設の集約化・効率化を進めるとともに、公的不動産の再

配置を検討します。 

 

（（（（２２２２））））都市機能誘導区域都市機能誘導区域都市機能誘導区域都市機能誘導区域におけるにおけるにおけるにおける公的不動産公的不動産公的不動産公的不動産のののの活用方針 活用方針 活用方針 活用方針 

・都市機能の誘導にあたっては、民間機能への活用等も視野に入れ、公的不動産の有効活用

を図りながら、都市機能誘導区域内への施設誘導を図ります。 

 

 


